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給管帳クラウド帳票についてのご案内 

■5月 14 日メンテナンスにおける変更内容 

（１）医療：訪問看護計画書・訪問看護報告書・訪問看護記録書Ⅰ 

令和 2年度より様式の変更がありました。 

【ご注意】３月以前も新しい様式に変更になります。 

 

１）（精神科）訪問看護計画書 

◆「訪問予定の職種」の欄が追加となりました。 

訪問予定の職種及びその訪問日について、利用者に分かるように記載することとなっています。 

ただし、看護職員のみによる訪問の場合には、当該欄の記載をしなくても差し支えないようです。 

記載要領には以下のように記載例があります。 

（記載例１） 

１・８・１５・２２・２９日：看護師 

４・１１・１８・２５日    ：理学療法士又は作業療法士 

（記載例２） 

看護職員  ：週に２回、月・金曜日に訪問 

理学療法士：週に１回、木曜日に訪問 

 【訪問看護計画書】 

 

 

 

 

 

「訪問予定の職種」欄が

追加されました。 
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２）訪問看護報告書 

◆訪問日欄：印の説明が変更されました（訪問看護・精神科とも）。 

「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問日を「◇」で囲むこと」（精神科の場合は、 

作業療法士のみ）の文言が追加されています。 

 

 

【ご注意】 

「実績再読込」ボタンをクリックすると、ソフトの仕様上、訪問看護も精神科訪問看護も印が 

取り込まれます。 

それぞれで報告書を作成される場合は、印を手修正お願いいたします。 

※実績と、利用者の基本情報、現在の要介護度以外の内容は反映されません。 

 

 

◆精神科訪問看護報告書：「GAF」欄が追加されました。 

月の初日の指定訪問看護時における GAF尺度により判定した値と判定し年月日を設定してください。 

 

【精神科訪問看護報告書】 

 

 

 

 

 

【情報提供日の入力について】 

複数日にちを記入する場合は、半角スペースで区切って入れていただくと、二日目で自動で改行さ 

れます。 

例：2020/05/03 2020/05/04 2020/05/05 

 

「GAF」欄が追加されました。 

・「精神科」の経過・内容・状況・特記事項タブ 

日付の入力（例：令和２年４月１日の場合） 

2020/04/01 R2.4.1 R02.04.01 

上記のように入力すると、入力画面は西暦表示になりま

すが、印刷は和暦（令和 02 年 04 月 01 日）で表示され

ます。 
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３）訪問看護記録書Ⅰ 

※精神科訪問看護記録書Ⅰも作成可能となりました。 

 

HS001「訪問看護記録書 I」作成 

利用者選択画面で、利用者を選

択し、[作成（通常）]もしくは、 

[作成（精神）]をクリックしま

す。 

※一覧画面で一括印刷する場

合は、直近で更新されたどちら

かの記録書 I が印刷されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

◆≪No.1≫ 

【訪問看護記録書Ⅰ】 

厚生労働省から出ている参考様式１と同様に項目の並びを変更しました。 

また変更前にあった「病状・治療状態」を「療養状況」に移行し、「訪問職種」、「介護状況」を 

追加しました。 

 

「訪問職種」 

 

[作成（精神）]をクリッ

クすると精神科訪問看

護記録書 Iの画面へ遷移

します。 
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◆≪No.2≫ 

「要介護認定の状況」、「指定居宅介護支援事業所、特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所の 

連絡先」を追加しました。 

【訪問看護記録書Ⅰ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、訪問看護記録書 Iの要介護認定の状況は、データが読み込みできませんので、 

 手入力をお願いいたします。 

 

 


